
刊行にあたって

　本書は，コンプライアンス・オフィサー認定試験「金融コンプライアンス・オフィ

サー１級」および「同２級（ＣＢＴ方式を含む）」の受験参考書として刊行されたも

のです。

　過去の試験問題については，『金融コンプライアンス・オフィサー１級問題解説

集』（日本コンプライアンス・オフィサー協会編）および『同２級問題解説集』（同

協会編）に収録されていますが，本書は，試験問題を解くための必要知識について

の要点を解説し，試験に向けて活用していただくことを第一義に編集しています。

　金融機関の行職員にとって，コンプライアンス（法令等遵守）は金融業務のバッ

クボーンとなるものです。正確・迅速な処理が求められる日常の事務処理において

も，確実な業務知識の習得とともに法令等を遵守する基本姿勢は不可欠です。

　コンプライアンス・オフィサー認定試験「金融コンプライアンス・オフィサー１

級・２級」は，金融機関の行職員のコンプライアンス知識の習得度を判定しようと

するものですが，コンプライアンス知識を日頃より身に付け研鑚し，本試験にチャ

レンジすることは有用であり，これを広く推奨する所以です。

　本書を『金融コンプライアンス・オフィサー１級・２級問題解説集』と併せて有

効に活用し，コンプライアンス・オフィサー認定試験「金融コンプライアンス・オ

フィサー１級・２級」に認定され，日常業務活動により一層邁進されることを祈念

してやみません。

　2024年２月

経済法令研究会
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　本書は，コンプライアンス・オフィサー認定試験「金融コンプライアンス・オ
フィサー１級」および「同２級（CBT方式を含む）」受験のための受験参考書です。
　当試験２級の問題は，四答択一式50問となっています。出題範囲および各問題
数は「金融機関とコンプライアンス」10問，「金融取引とコンプライアンス」30
問，「内部のリスク管理態勢とコンプライアンス」10問です。
　当試験１級の問題は，記述式10問となっています。出題範囲は２級と同様の範
囲です。
　本書各編でとりあげる項目（テーマ）は，すべて過去の試験問題に出題され，
その頻度の高いものを精選していますので，必ず一度は目を通し理解するまで読
まれることをおすすめします。
　なお，本書には次の特長を設けています。
　〈巻頭　出題項目一覧〉　 ２級は直近４回試験，１級は直近10回試験の出題テー

マを一覧にしています。
　〈本文　直近試験の出題頻度〉 直近の出題傾向を５つ星で表しています。頻度が

高いものほど★マークが多くなっています。
　〈本文　学習のポイント（吹き出し）〉 要点整理や理解を深めるためのポイント

を記載しています。
　〈本文　理解度チェック〉 本文の内容の理解度をはかるために設けています。問

題を解きながら要点を押さえましょう。
　〈側注　関連過去問題〉 コンプライアンス・オフィサー認定試験で過去に実際に

出題され，本文に関連する問題の出題年と問題番号を掲
載しています。

　〈側注　重要用語〉 本文を理解するうえで押さえておきたい用語をピックアップ
して，一部には解説を加えているものもあります。

　〈側注　補足〉 本文の説明を補足する内容またはポイント等をまとめています。
主に理解を深めるために役立つものを扱っています。

　〈側注　参照〉 その箇所が他の編にも関連している場合に，参照として付記して
います。また，本文の参考となる文献や出典についても付記して
います。

本書の利用のしかた
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　〈側注　注意〉とくに留意すべき点をまとめています。
　〈巻末　重要用語索引〉　重要用語（上記参照）を索引で引くことができます。

　本書を読まれ内容につき理解されましたら，過去の試験問題にチャレンジして
みましょう。そのためには，別に刊行されている『金融コンプライアンス・オフィ
サー１級問題解説集』および『同２級問題解説集』（ともに日本コンプライアンス・
オフィサー協会編）を利用されることをおすすめします。実際の問題を解いてみ
て，誤ったところは再度本書で確かめてください。その繰返しの学習により理解
は一層深まるでしょう。
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金融コンプライアンス・オフィサー1級・2級出題範囲

１．金融機関とコンプライアンス
⑴　コンプライアンス態勢の構築
（行動憲章／組織／銀行法等による規制／公益通報者保護法　ほか）
⑵　企業経営
（取締役・取締役会・監査役の役割／銀行の業務／利益供与／株主代
表訴訟／贈収賄／特別背任／苦情・トラブル対応／反社会的勢力への
対応／個人情報保護法　ほか）

２．金融取引とコンプライアンス
⑴　民法関連
（説明義務／貸手責任／提携ローンと抗弁／使用者責任／守秘義務／
善管注意義務／権利の濫用／公序良俗に反する融資／取引約款　ほ
か）
⑵　会社法（手形法・小切手法を含む）等関連
（預合い・見せ金／情実融資／利益相反取引／取締役の第三者に対す
る責任／商慣習・取引約款　ほか）
⑶　刑法関連
（詐欺・電子計算機使用詐欺／横領・背任／文書偽造・変造／有価証
券偽造・変造／公正証書原本不実記載／電磁的記録不正作出／支払用
カード電磁的記録不正作出／共犯・幇助　ほか）
⑷　銀行法関連
（銀行法による金融商品取引法の準用／預金との誤認防止措置／大口
信用供与規制／取締役への融資／営業免許制度／銀行等代理業　ほ
か）
⑸　独占禁止法関連
（他行とのカルテル・談合／優越的地位の濫用／不当な利益供与によ
る顧客への誘引／抱合せ取引／系列取引・差別的取引・排他条件付取
引／不当廉売／過大景品・誇大広告　ほか）
⑹　金融商品取引法関連
（登録金融機関の業務／適合性の原則／インサイダー取引／断定的判
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断の提供／損失補てん／広告規制／不当勧誘・禁止行為／書面交付義
務／詐欺的行為の禁止／相場操縦の禁止／風説の流布／投信の販売／
金融商品仲介業　ほか）
⑺　諸法関連
（出資法／預金等不当契約取締法／金融サービス提供法・消費者契約
法／所得税法／外為法／麻薬特例法・組織的犯罪処罰法／弁護士法・
税理士法／宅建業法／保険業法／知的財産権法／犯罪収益移転防止
法／個人情報保護法／偽造・盗難カード等預貯金者保護法／振り込め
詐欺救済法／相続　ほか）

３．内部のリスク管理態勢とコンプライアンス
⑴　文書・書類の管理
（文書管理マニュアルの作成／電子データ化と文書保存義務／内部文
書の管理　ほか）
⑵　高齢化社会のリスク管理
（高齢者取引／成年後見制度　ほか）
⑶　情報管理態勢
（銀行秘密／インサイダー情報の管理／信用照会制度／裁判所の文書
提出命令，公的機関の照会／システムリスク／電子マネー・電子決済／
個人情報の管理態勢　ほか）
⑷　契約・取引管理
（行員の代筆／保証否認／電子商取引／電子記録債権／当座開設　ほ
か）
⑸　人事・労務管理
（組合活動／男女差別／セクハラ／パワハラ／マタハラ／労働契約法／
パートタイム，労働者派遣法　ほか）

※  この試験に適用される約定書・規定類の内容は， 原則として， これまでに全国
　銀行協会において作成されたもの（ひな型等）にもとづきます。
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●金融コンプライアンス・オフィサー２級　過去４回の出題項目
分　野 出題項目 2023年10月

（第60回）
2023年6月
（第59回）

2022年10月
（第57回）

2022年6月
（第56回）

金
融
機
関
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

コンプライアンス
態勢の構築

金融機関におけるコンプライアンス ○ ○ ○ ○
銀行法による規制 ○ ○ ○ ○
内部通報制度（ヘルプライン） ○ ○ ○

企業経営

利益供与 ○ ○ ○ ○
株主代表訴訟 ○ ○ ○ ○
取締役の役割等 ○ ○ ○ ○
取締役会設置会社における取役会の役割等 ○
社外取締役の設置等 ○ ○ ○
監査役の役割等 ○ ○ ○ ○
苦情・トラブルへの対応 ○ ○ ○
接待・贈答 ○ ○
反社会的勢力への対応 ○ ○ ○ ○

金
融
取
引
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

民法関連

善管注意義務 ○ ○ ○ ○
守秘義務 ○ ○ ○ ○
権利の濫用 ○ ○ ○ ○
公序良俗違反 ○ ○ ○ ○
融資契約 ○ ○ ○
使用者責任 ○ ○ ○ ○

商法・会社法関連

情実融資 ○ ○ ○ ○
仮装払込 ○ ○ ○ ○
利益相反取引 ○ ○ ○ ○
手形・小切手 ○ ○ ○ ○
商慣習・取引約款等 ○ ○ ○ ○

刑法関連

文書偽造等 ○ ○ ○ ○
公正証書原本不実記載罪 ○ ○ ○ ○
（業務上）横領罪 ○ ○ ○ ○
背任罪 ○ ○ ○ ○
詐欺罪 ○ ○ ○ ○

独占禁止法関連
不当な取引制限（カルテル） ○ ○ ○
優越的地位の濫用 ○ ○ ○ ○
抱合せ取引 ○ ○

金融商品取引法
関連

適合性の原則 ○ ○ ○ ○
断定的判断の提供 ○ ○ ○ ○
投資信託の販売 ○ ○ ○
広告等規制 ○ ○ ○ ○
損失補てんの禁止等 ○ ○ ○ ○
風説の流布 ○ ○ ○ ○
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分　野 出題項目 2023年10月
（第60回）

2023年6月
（第59回）

2022年10月
（第57回）

2022年6月
（第56回）

金
融
取
引
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

諸法関連

浮貸し ○ ○ ○ ○
導入預金 ○ ○ ○
偽造・盗難カード等預貯金者保護法 ○ ○ ○ ○
振り込め詐欺救済法 ○ ○ ○ ○
知的財産権（著作権） ○ ○ ○ ○
金融サービス提供法 ○
消費者契約法 ○
相続 ○ ○ ○ ○

内
部
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

文書・書類の管理 文書提出命令 ○ ○ ○ ○

高齢化社会等の
リスク管理

法定後見制度 ○ ○ ○
任意後見制度 ○ ○ ○
後見登記制度 ○ ○ ○

情報管理態勢
インサイダー取引規制 ○ ○ ○ ○
信用照会制度 ○ ○
各種公的機関からの照会と対応 ○ ○ ○ ○

契約・取引管理
保証 ○ ○
代筆 ○ ○ ○ ○
電子記録債権 ○ ○ ○ ○

人事・労務管理
パワーハラスメント ○ ○ ○
労働契約法 ○ ○ ○ ○
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問 2022年6月
１ 苦情・トラブルへの対応

２ 反社会的勢力への対応

３ 利益相反取引

４ 背任罪

５ 業務上横領罪

６ 損失補てん等の禁止

７ 振り込め詐欺救済法

８ 文書提出命令

９ 公的機関からの照会

10 パワーハラスメント

問 2023年10月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 法令等違反行為への対応

３ 貸手責任

４ 預金の払戻しにおける注意義務

５ 業務上横領罪

６ 断定的判断の提供

７ 浮貸し

８ 偽造・盗難カード等預貯金者保護法

９ インサイダー取引規制

10 セクシュアルハラスメント

問 2023年6月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 贈答

３ 苦情・トラブルへの対応

４ 守秘義務

５ 背任罪

６ 業務上横領罪

７ カルテル

８ 金融サービス提供法

９ 成年後見制度

10 パワーハラスメント

問 2022年10月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 内部通報制度（公益通報者保護法）

３ 苦情・トラブルへの対応

４ 暴力団排除条項の意義

５ 融資予約

６ 業務上横領罪

７ 浮貸し

８ 任意後見制度

９ 弁護士会からの照会に対する対応

10 代筆

問 2021年10月
１ 接待

２ 苦情・トラブルへの対応

３ 提携ローンにおける貸手責任

４ 預金払戻時の注意義務

５ 見せ金

６ 背任罪

７ 優越的地位の濫用

８ 断定的判断の提供

９ 法定後見制度

10 インサイダー取引規制

●金融コンプライアンス・オフィサー１級　過去10回の出題項目

問 2021年6月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 苦情・トラブルへの対応

３ 反社会的勢力への対応

４ 背任罪

５ 業務上横領罪

６ カルテル

７ 浮貸し

８ 偽造・盗難カード等預貯金者保護法

９ 弁護士会照会

10 保証

12



※ 2020年 6月試験は中止となりました。

問 2020年10月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 暴力団排除条項の意義

３ 利益相反取引

４ 背任罪

５ 優越的地位の濫用

６ 損失補てん等の禁止

７ 断定的判断の提供

８ 振り込め詐欺救済法

９ 文書提出命令

10 任意後見制度

問 2018年10月
１ 内部通報制度

２ 苦情・トラブルへの対応

３ 反社会的勢力への対応

４ 貸手責任

５ 背任罪

６ 業務上横領罪

７ 投資信託の販売

８ 振り込め詐欺救済法

９ 成年後見制度

10 代筆

問 2019年10月
１ 内部通報制度

２ 苦情・トラブルへの対応

３ 反社会的勢力への対応

４ 守秘義務

５ 提携ローンと抗弁

６ 見せ金

７ 業務上横領罪

８ 金融商品販売法

９ インサイダー取引規制

10 セクシュアルハラスメント

問 2019年６月
１ 金融機関におけるコンプライアンス

２ 反社会的勢力への対応

３ 善管注意義務

４ 背任罪

５ 断定的判断の提供

６ 浮貸し

７ マネー・ローンダリング

８ 文書提出命令

９ 保証

10 マタニティハラスメント

13金融コンプライアンス・オフィサー１級　過去10回の出題項目



　金融機関の公共性は高い。このことは金融機関の基本的業務で

ある預金や融資から考えても明白である。他人の金銭を預かり，

これを融資等によって運用することで信用創造機能を果たしてい

るからである。

　金融機関の公共性が高いということは，金融機関に課せられた

社会的責任が重いことを意味する。不祥事件等の原因から金融機

関が倒産すれば，個々の顧客の資産形成や事業経営に悪影響が出

ることになり，ひいてはわが国の経済に大きな打撃を与える。

　金融機関の公共性と社会的責任に鑑みれば，金融機関にとって

社会的信用こそが経営資源の基本であるといえる。

　しかるに，1990年代から2000年代の金融不祥事やこれを原因

とする金融機関の淘汰は，公共的使命と社会的責任に反し，金融

機関の社会的信用を著しく傷つけるものである。

　そこで，大蔵省（現財務省）から金融検査部門を受け継いだ当

時の金融監督庁（現金融庁）は，平成11年４月８日に「預金等受

入金融機関に係る検査マニュアル」（以下「金融検査マニュアル」

という）の最終とりまとめ案を公表し（同年７月１日発出），法令

遵守を金融機関の経営の柱とすることを求めた。この時点から金

融検査に法令等の遵守状況が採用され，厳格な金融検査が行われ

てきたが，平成18事務年度から「金融検査評定制度」が導入さ

れ，検査を受けた金融機関が11項目について当局から評価される

関連過去問題
〈２級〉
2023年（10月）問１
2023年（6月）問１
2022年（10月）問１
2022年（6月）問１

〈１級〉
2023年（10月）問１
2023年（6月）問１
2022年（10月）問１
2021年（6月）問１
2020年（10月）問１
2019年（６月）問１

信用創造機能

重要用語

金融機関の公共性と社会的責任1

直近試験の出題頻度 ★★★★★

コンプライアンス態勢の
構築1

2 第1編　金融機関とコンプライアンス



こととなった。

　なお，平成29年12月15日に金融庁から公表され，パブリック

コメントに付された「金融検査・監督の考え方と進め方 

（検査・監督基本方針）」（案）では，現行のチェックリスト方式の

金融検査マニュアルが平成30年度終了後（平成31年４月１日以

降）を目途に廃止するとされ，令和元年12月18日をもって廃止

された。

　金融庁は，平成30年７月13日に上記コンプライアンス・リス

ク管理基本方針案（以下「本件方針」という）を公表し，パブリ

ックコメントに付し，同年10月15日に確定した。

　本件方針は，いわゆるディスカッションペーパーであって，従

来の金融検査マニュアルとは異なるものの，金融機関にとっては

コンプライアンスとリスク管理態勢構築の方向性を示す重要な方

針である。なお，本件方針の「Ⅰはじめに」には，「本文書は，よ

り良い実務に向けた対話の材料とするためのものであり，検査や

監督において，本文書の個々の論点を形式的に適用したり，チェ

ックリストとして用いたりすることはしない」とされている。

　本件方針は，上記「Ⅰはじめに」，「Ⅱコンプライアンス・リス

ク管理の高度化の必要性」，「Ⅲ金融機関における管理態勢」，「Ⅳ

当局による検査・監督」から構成されている。

　コンプライアンスとは，狭義では各種法令や規則などを遵守す

ることを意味するが，広くはその他の社会的規範の遵守を含むも

金融機関は，公共的使命と社会的責任を適切な

金融活動を通じて遂行する義務がある。

コンプライアンスの意義2

コンプライアン
ス

重要用語

3１　コンプライアンス態勢の構築
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のとされる。

　金融機関のコンプライアンスは順次説明するが，取締役（理事）

および監査役（監事）といった役員が服する会社法の規定，銀行

法（信用金庫法等を含む）などの主に業務を規制した業法，金融

取引の基本法の性格をもつ民法，刑法に代表される刑事法，独占

禁止法，金融商品取引法など，広範囲にわたり，かつ，各々の法

律から下位の政省令，規則に至るまで深いものといえる。

　金融機関の役職員は，これらの法令等を理解し，法令等を遵守

したうえで業務を遂行しなければならず，誠実かつ公正な態度で

臨む必要がある。

法律・規則に抵触しない場合でも，常に確固た

る倫理観と誠実さにもとづき行動することが求

められる。

4 第1編　金融機関とコンプライアンス



▶ 1. 取締役と会社との関係

　銀行の取締役は，株主総会によって選任され（会社法329条１

項），銀行の業務執行に関する意思決定機関である取締役会を構成

する銀行の役員である。

　株式会社である銀行では，取締役が業務執行を行うのではなく，

銀行の機関である取締役会の構成員として業務執行に関する意思

決定に参加することになる。

　すなわち，取締役の職務は，取締役会の一員として業務執行に

関する意思決定に関与し，その他の取締役を監督することにあり，

会社の業務執行は，取締役会で選定された代表取締役（会社法362

条２項３号・３項），または業務執行取締役（同法363条１項２

号）が行うことになる。

　取締役会設置会社である銀行の取締役の数は３人以上と定めら

れ（会社法331条５項），欠格事由も法定されている（同条１項）。

銀行の取締役の任期は，２年であるが，指名委員会等設置会社で

は１年とされている（同法332条１項・６項）。また，監査等委員

会設置会社では，監査等委員である取締役は２年，その他の取締

役は１年とされている（同法332条３項）。

　なお，銀行法７条の２第１項１号は，銀行の常務に従事する取

締役は，銀行の経営管理を的確，公正かつ効率的に遂行すること

ができる知識および経験を有し，かつ，十分な社会的信用を有す

関連過去問題
〈２級〉

2023年（10月）問6・7
2023年（6月）問6・7
2022年（10月）問6・7
2022年（6月）問5・６

取締役

重要用語

代表取締役

重要用語

業務執行取締役

重要用語

取締役会設置会
社

重要用語

取締役・取締役会の義務と責任1

直近試験の出題頻度 ★★★★★

金融機関の企業経営と
コンプライアンス2

52　金融機関の企業経営とコンプライアンス
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